
事業者向け

状況 概要 申請期限 問い合わせ先

給付
（県）広島県感染症拡大防止協力支援金

　　　【令和3年度 第7期】

【早期給付申請】

1/28まで

【本申請】

2/1～3/18

給付
（県）広島県感染症拡大防止協力支援金

　　　【令和3年度 第8期】

【早期給付申請】

2/1～2/16

【本申請】

2/21～4/11

給付 （国）事業復活支援金

大・中小企業：上限250万円

個人事業者：上限50万円

※年間売上高・売上減少率により給付額が異なる

1/31～5/31
事業復活支援金事務局

0120-789-140

給付
（県）頑張る中小事業者月次支援金

　　　【1月分】
2/1～3/31

給付
（県）頑張る中小事業者月次支援金

　　　【2月分】
3/1～4/30

調整中

（市）中小事業者売上回復応援金

　　　【1月分・2月分】

子どもの世話が必要で仕事ができない

（委託を受け仕事をする個人事業）
助成 （国）小学校休業等対応支援金

日額：4,500円～6,750円

※期間により金額が異なる

※1月は，まん延防止等重点措置対象区域となるため特例で

7,500円

【2021/11/1～12/31取得

分】2/28まで

【2022/1/1～3/31取得分】

5/31まで

子どもがいる従業員に有給の休暇を

取得させた（事業主）
助成 （国）小学校休業等対応助成金

日額：9,000円～13,500円

※期間により金額が異なる

※1月は，まん延防止等重点措置対象区域となるため特例で

15,000円

【2021/11/1～12/31取得

分】2/28まで

【2022/1/1～3/31取得分】

5/31まで

従業員を休業させた 助成 （国）雇用調整助成金

雇用の維持を図る事業主に対して助成

日額：9,000円～15,000円/人

※期間，業況特例，地域特例の有無により異なる

※1月は，まん延防止等重点措置対象区域となるため特例で

15,000円

随時
ハローワーク福山

084-923-8609

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

事業名

売

上

回

復

感染症拡大防止のため，県の要請に基

づき休業又は時短営業した

【対象：飲食店】

中小企業：時短・休業　3～10万円/日

大企業：時短・休業　最大20万円/日

※要請に応じた対象となる飲食店に協力金を支給

※早期給付制度あり

広島県協力支援金センター

082-248-6851

売上が30％以上減少した

【売上減少30％以上50％未満】

中小企業：上限8万円/月、個人事業者：上限4万円/月

【売上減少50％以上70%未満】

中小企業：上限20万円/月、個人事業者：上限10万円/月

※広島県感染症拡大防止協力支援金の対象者を除く

ＮＥＷ！

【売上減少70%以上90％未満】※1

中小企業：上限40万円/月、個人事業者：上限20万円/月

【売上減少90％以上】※1

中小企業：上限60万円/月、個人事業者：上限30万円/月

※1「飲食店休業・時短営業により売上が減少した場合」に限

る

頑張る中小事業者月次支援金センター

082-248-6853

給付

中小企業：上限20万円/月

個人事業者：上限10万円/月

※広島県感染症拡大防止協力支援金の対象者を除く

未定
福山市産業振興課

084-928-1038

雇

用

維

持

小学校休業等助成金・支援金コールセン

ター

0120-60-3999

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sannana.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sannana.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sanhachi.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-sanhachi.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/67/ganbaru-getsuji.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/67/ganbaru-getsuji.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/67/ganbaru-getsuji.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/67/ganbaru-getsuji.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

事業名

雇用調整助成金の申請手続を社労士に

依頼した
補助 （市）雇用調整助成金申請サポート補助金

助成金の申請に係る社会保険労務士への報酬を補助

上限10万円（補助率10/10）
2/28まで

福山市産業振興課

084-928-1040

在籍出向で雇用を維持したい

在籍出向の人材を活用したい
助成 （国）産業雇用安定助成金 出向中の費用を最大9/10助成（日額上限12,000円/人） 随時

ハローワーク福山

084-923-8609

外国人材の受入支援 補助
（県）外国人材受入企業等緊急支援事業

　　　補助金

新型コロナ感染症対策のため雇用予定の外国人材が入国後に待

機する期間中の宿泊費の一部を支援

上限45,000円/人（補助率1/2）※1泊あたりの上限3,000円

3/10まで

広島県商工労働局雇用労働政策課

外国人材受入・共生対策担当

082-513-3410

助成 （国）トライアル助成金

【トライアルコース】

1人当たり最大4万円/月　※最長3か月

【短時間トライアルコース】

1人当たり最大2万5,000円/月　※最長3か月

トライアル雇用

期間終了から

2か月以内

ハローワーク福山

084-923-8609

助成 （県）建設労働者雇用促進助成金
建設労働者を雇用する事業者へ助成

上限120万円/人（上限20万円/月×3か月×2期）
3/31まで

広島県土木建築局建設産業課入札制度

グループ

082-513-3821

補助 （市）特定離職者雇用促進補助金

離職や内定取消された方を雇用した事業者へ助成

補助期間：2021年1月1日～同年12月31日の対象期間中に雇用

後，最初の6か月/上限60万円（上限10万円/月×3か月×2期）

/申請人数：1事業者5人まで

2/28まで
福山市産業振興課

084-928-1040

生産性を向上して賃金を引き上げる 助成 （国）業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを

行った場合に費用の一部を助成
3/31まで

広島労働局

082-221-9247

広島働き方改革推進センター

0120-610-494

休業期間中、賃金が支払われない 給付
（国）新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金

休業前賃金の80％（日額:上限8,265円～11,000円）

※休業期間により金額が異なる

※休業の期間が緊急事態宣言等の区域となる場合は、11,000円

【2021/4/1～12/31分】

3/31まで

【2022/1/1～3/31分】

6/30まで

新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金コールセンター

0120-221-276

補助 （国）事業再構築補助金

新分野展開や業態転換等の事業再構築に係る設備投資等を支援

※上限額100万円～1億円

※売上が10％以上減少した中小・中堅事業者が対象

【今年度分】

3/24まで

※2022年度も実施予定

事業再構築補助金事務局コールセンター

0570-012-088

補助 （国）ものづくり・商業・サービス補助金

事業回復に向けての設備投資等，生産性向上や賃上げ等の取組

を支援

※上限額750万円～2,000万円　補助率1/2～2/3

【9次締切】

2/8まで

ものづくり補助金事務局サポートセンター

050-8880-4053

ＮＥＷ！

補助 （県）広島県新たな挑戦応援事業補助金

雇

用

維

持

コロナで離職した人を雇いたい

新

分

野

展

開

・

販

路

拡

大

設備投資を行いたい

新型コロナウイルス感染症の影響、令和3年7月又は8月の大雨

災害により影響を受けた中小企業者等の新事業展開等に必要な

設備投資等を支援

補助額：上限20,000千円、下限3,000千円

補助率：3/4

※売上減少等要件あり

3/11まで
広島県商工労働局経営革新課

082-513-3371

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/188680.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/foreigner-emp/hojokin.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/foreigner-emp/hojokin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/kensetsu-support.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/230105.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/new-challenge.html
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新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

事業名

ＮＥＷ！

補助 （国）フロンティア補助金

補助 （国）持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成し，取り組む販路開拓等を支援

※上限額50万円～100万円　補助率2/3

【今年度分】

・一般型～2/4まで

・低感染リスク型ビジネス枠

～3/9まで

※2022年度も実施予定

福山商工会議所

084-921-8734

神辺町商工会

084-963-2001

沼隈内海商工会

084-987-0328

福山北商工会

084-976-3111

福山あしな商工会

0847-52-4882

補助 （県）緊急対策販路開拓等支援補助金

2021年度の国持続化補助金の採択事業者に対し，県が上乗せ補

助率：1/12

【一般型】上限6万2,500円

【コロナ特別対応型・Ａ類】上限12万5,000円

【コロナ特別対応型・Ｂ類又はＣ類】上限11万1,000円

随時

広島県商工労働局 経営革新課

経済団体グループ（制度）

082-513-3328

テレワーク制度を導入・実施 助成
（国）人材確保等支援助成金

　　　（テレワークコース）

機器導入助成：1企業あたり支給対象となる経費の30％

目標達成助成：1企業あたり支給対象となる経費の20％

※次のいずれか低い方の額を上限とする

　1企業あたり100万円，テレワーク実施対象労働者20万円/人

随時
広島労働局　雇用環境・均等室

082-221-9247

ITツールの導入を検討 補助 （国）IT導入補助金

インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入補助に加

え，PC等のハード購入も支援

【ITツール】～50万円（補助率3/4），50万円～350万円（補

助率2/3）

【PC，タブレット等】10万円（補助率1/2）

【レジ等】20万円（補助率1/2）

未定
IT導入支援事業コールセンター

0570-666-424

資

金

繰

り

・

融

資

一時的に売上が減少している 融資 （国）セーフティネット貸付

【中小事業】

上限7億2,000万円/貸付期間：設備15年(据置3年)・運転8年(据

置3年)/利率1.06％

【国民事業】

上限4,800万円/貸付期間：設備15年(据置3年)・運転8年(据置3

年)/利率1.81％

随時
日本政策金融公庫　福山支店

084-922-6550

新

分

野

展

開

・

販

路

拡

大

販路開拓を行いたい

酒類事業者が直面する国内需要の減少，従事者の高齢化，新型

コロナウイルス感染拡大により顕在化した課題解決へ向けて新

市場の開拓などを支援

対象：酒類事業者（製造業者、卸業者、小売業者）又は酒類事

業者を一者以上含むグループ

補助率：1/2

補助額：1件当たり下限200万円、上限500万円または1件当た

り下限50万円、上限400万円（事業内容により異なる）

3/3まで

広島国税局課税第二部酒類業調整官

082-221-9211

（内線3788）

働

き

方

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm
https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/persistence/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/hiroshimakenkinkyuhanro.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
https://www.it-hojo.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
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新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

事業名

融資 （国）新型コロナウイルス感染症特別貸付

【中小事業】

上限6億円/貸付期間：設備20年(据置5年)・運転15年(据置5

年)/利率0.16％　※特別利子補給制度により実質無利子無担保

【国民事業】

上限8,000万円/貸付期間：設備20年(据置5年)/運転15年(据置5

年)/利率0.31％　※特別利子補給制度により実質無利子無担保

3/31まで

融資
（国）生活衛生新型コロナウイルス感染症

特別貸付

【生活衛生関係事業者】

上限8,000万円/貸付期間：設備20年(据置5年)・15年(据置5

年)/利率0.31％　※特別利子補給制度により実質無利子無担保

3/31まで

融資 （国）新型コロナウイルス対策衛経融資

【生活衛生同業組合等の経営指導を受けている生活衛生関係

事業者】

上限1,000万円/貸付期間：設備10年(据置4年)・運転7年(据置3

年)/利率0.31％　※特別利子補給制度により実質無利子無担保

3/31まで

融資 （国）危機対応融資
上限6億円/貸付期間設備20年（据置5年間）・運転15年(据置5

年)/利率0.16％　※特別利子補給制度により実質無利子無担保
3/31まで

商工組合中央金庫　福山支店

084-922-6830

融資
（国）小規模企業共済制度（特例緊急経営

　　　安定貸付）

【小規模企業共済の契約者】

上限2,000万円（契約者が納付した掛金の総額の７～８割の範

囲内/無利子

3/31まで
中小企業基盤整備機構　共済相談室

050-5541-7171

融資 （国）新型コロナウイルス対策マル経融資

【商工会議所等の経営指導を受けた小規模事業者】

上限1,000万円/貸付期間：設備10年(据置4年)・運転7年(据置3

年)/利率0.31％　※特別利子補給制度により実質無利子無担保

3/31まで

福山商工会議所　084-921-8734

神辺町商工会　084-963-2001

沼隈内海商工会　084-987-0328

福山北商工会　084-976-3111

福山あしな商工会　0847-52-4882

融資 （市）小規模事業者経営改善資金利子補給
国マル経融資及び新型コロナウイルス対策マル経融資を対象に

利子補給　※実質無利子化
随時

福山市産業振興課

084-928-1040

保証
（国）セーフティネット5号

　　　※市の窓口で認定実施

・借入債務の80％を保証

・保証枠2億8,000万円（一般保証と別枠）

※上限・利率は金融機関による

3/31まで

お近くの民間金融機関または

広島県信用保証協会　福山支所

084-923-4893

福山市産業振興課

084-928-1040

売上が１０％以上減少した 融資 （国）衛生環境激変対策特別貸付

【旅館・飲食・喫茶店を営む事業者】

上限1,000万円，貸付期間：運転7年(据置2年)，利率1.81％

振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員は利率

0.91％

3/31まで
日本政策金融公庫　福山支店

084-922-6550

売上が１５％以上減少した事業者 保証
（国）伴走支援型特別保証制度

　　　※市の窓口で認定実施

保証上限6,000万円　保証料率0.2％

・経営行動計画を作成すること

・セーフティネット保証４号，５号の認定を受けていること

・金融機関が継続的な伴走支援をすること

2023年3月31日まで

お近くの民間金融機関または

広島県信用保証協会　福山支所

084-923-4893

福山市産業振興課

084-928-1040

資

金

繰

り

・

融

資

売上が５％以上減少した

日本政策金融公庫　福山支店

084-922-6550

売上が５％以上減少した

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/180641.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html


事業者向け

状況 概要 申請期限 問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

事業名

売上が２０％以上減少した事業者 保証
（国）セーフティネット4号

　　　※市の窓口で認定実施

・借入債務の100％を保証

・保証枠2億8,000万円（一般保証と別枠）

※上限，利率は金融機関による

3/1まで

お近くの民間金融機関または

広島県信用保証協会　福山支所

084-923-4893

福山市産業振興課

084-928-1040

財務体質を安定化させるため資本の増

強をしたい
融資 （国）新型コロナ対策資本性劣後ローン

【中小事業・危機対応】上限10億円

【国民事業】上限7,200万円

※実現性のある事業計画の作成が必要など，融資に条件あり

随時

日本政策金融公庫　福山支店

084-922-6550

商工組合中央金庫　福山支店

084-922-6830

農林・漁業経営の維持安定が困難 融資 （国）農林漁業セーフティネット資金

借入限度額

・1年間の経営費又は粗収入に相当する額（いずれか低い方）

・簿記記帳を行っていない方は1,200万円以内

貸付期間15年（据置3年）

3/31まで
日本政策金融公庫　広島支店

082-249-9152

利用者・従業員が罹患し，社会福祉施

設等の営業を縮小又は停止した
融資 （国）社会福祉関係施設への融資

6,000万円まで無利子無担保（6,000万円超の部分は0.2％）

/貸付期間15年（据置3年）
随時 福祉医療機構　03-3438-0403

融資 （国）緊急小口資金

主に休業者向け

上限20万円以内/据置期間1年以内・償還期限2年以内/無利子無

担保

3/31まで

融資 （国）総合支援資金

主に失業者等向け

二人以上世帯：上限月20万円以内/単身世帯：上限月15万円以

内/貸付期間原則3か月以内・据置期間1年以内・償還期限10年

以内/無利子無担保

3/31まで

売上が５０％以上減少した 税制 課税事業者の選択不適用 消費税課税期間の開始後における課税対象事業者の選択不適用 詳細は窓口へ

前年度黒字で今年度赤字 税制 欠損金の繰戻しによる還付 前年度に納付した法人税の一部還付

法人税の確定申告時

※事業年度末日の翌日から2

か月以内

税制 申告・納付期限の延長
申告及び納税期限以降も延滞税及び利子税の発生なしで柔軟に

受付対応（法人税，消費税など）
随時

福山市市民税課（法人市民税について）

084-928-1019

福山税務署

084-922-1350

税制 テレワーク等の設備投資税制

テレワークなどに対応した設備の取得に対する即時償却又は税

額控除

控除額：設備投資額7％（資本金3,000万以下の場合は10％）

2023年5月31日まで
中小企業税制サポートセンター

03-6281-9821

税制 固定資産税の特例（固定ゼロ）の拡充延長
新たな設備投資に係る固定資産税の免除期限の延長

（2023年3月末まで）
随時

福山市企業誘致推進課

084-928-1124

税

の

軽

減

な

ど

福山税務署

084-922-1350

その他

資

金

繰

り

・

融

資

休業等の影響により収入が減り生活の

維持が困難

福山市社会福祉協議会

090-2803-1331

090-4101-1332

090-4103-1333

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keieitai.html
https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/
https://www.f-shakyo.net/mamorose/korona_tokureikasituke202111.html
https://www.f-shakyo.net/mamorose/korona_tokureikasituke202111.html
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/129154.html


事業者向け

状況 概要 申請期限 問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援一覧

事業名

事業を次世代に引き継ぎたい 補助 （国）事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎに係る

設備投資・専門家活用費用・廃業費用等を支援

上限150万円～600万円（補助率1/2～2/3）

未定
中小企業庁事業環境部財務課

03-3501-5803

水道料金・下水道使用料の期限内の納

付が困難
その他 （市）水道料金・下水道使用料の分納等

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の水道料金及

び下水道使用料について，個別相談により分割納付や給水停止

日を猶予

【対象となる費用】水道料金，下水道使用料

【制度対象者】市内の大企業，中小・小規模事業者（個人事業

主を含む）のうち，上下水道使用者

随時
ふくやま上下水道料金センター

084-928-1514

公共工事の継続が困難になった その他 （市）工事に関する措置（延期等）

　感染症拡大防止のため，工事又は業務の継続が難しい場合，

延期等の措置が可能

【特例措置】

　公共工事代金の中間前払いをした工事に対し，一定の条件を

満たす場合において，特例としてさらに既済部分払いが可能

随時

福山市建設政策課

084-928-1076

福山市上下水道局管財契約課

084-928-1503

建築設備等の供給が滞っていることか

ら，予定工期内に完了検査を受けるこ

とが困難となった

その他 （市）完了検査を受ける計画の変更等
納期が遅れた建築設備等を未設置の状態で完了検査の申請を行

おうとする事業者に個別に対応
随時

福山市建築指導課

084-928-1104

予定していた日程での建築物等の定期

検査・調査の実施が困難となった
その他 （市）定期調査・検査結果報告期限の延長等

建築物等の定期調査・検査の報告をしようとする事業者に対

し，一定期間の期限の延期や猶予等を個別に対応
随時

福山市建築指導課

084-928-1167

港湾施設使用料の支払を猶予してもら

いたい（港湾施設使用者）
その他 （県，市）港湾施設使用料等の支払猶予

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた港湾施設利用者の港

湾施設使用料及び入港料の支払を猶予

【猶予期間】2022年（令和4年）3月31日まで

3/31まで

広島県東部建設事務所港湾課

084-921-1559

福山市港湾河川課

084-928-1260

そ

の

他

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/004_r3_pr.pdf

